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本庁舎等整備Ｎｅｗｓ ＜第１１号＞ 
 

世田谷区 

最新情報をお届けします！ 

 

ＭＡＰ 

（地図） 

第 4回世田谷リング会議の 

開催及び傍聴者募集のおしらせ 

※駐車場に限りがありますので、 

公共交通機関でお越しください。 

※駐輪場は利用できます。 

＜発行＞ ２０１８年１２月 

世田谷区 庁舎整備担当部 庁舎整備担当課 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4 丁目 21 番 27 号 

電話 03-5432-2088 ファクシミリ 03-5432-3061 

11月に開催されました「第 3回世田谷リング会議」に引き続き、基本設計をより良いものにす

るため、会議メンバーと設計プロセスを共有し、意見交換を行う「第 4回世田谷リング会議」が

開催されます。基本設計(案)をまとめる前の意見交換としては、今回が最後となります。この会

議の開催にあたり、傍聴者を募集しますので、傍聴を希望される方は下記に記載の事項を読み、

お申し込みください。会場の都合により、申込順とさせていただきます。 

■日程／１２月２２日（土）午前９時３０分～正午 （開場：午前９時） 

■場所／世田谷区役所第３庁舎３階 ブライトホール 

（世田谷 4-２２-３３（世田谷線松陰神社前駅、または世田谷駅各徒歩 5 分）） 

※定員３５名（申込順） 定員を超えた場合は、申し込みを締め切らせていただきます。 

※電話またはファクシミリでせたがやコールへお申し込みください。 

（TEL5432-3333 FAX5432-3100） 

※ファクシミリ記載事項 ①「世田谷リング会議」、②住所、③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤電話番号 

※せたがやコール受付時間 ８：００～２１：００（年中無休） 

※手話通訳あり 入場無料 当日は直接会場にお越しください。 

※詳しくは区のホームページをご覧ください。 

 

 

3 階ブライトホール 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田谷区民会館整備方針（案）を策定しました。 
世田谷区民会館の整備については、平成 30年 9月にまとめた「本庁舎等整備基本設計(案)中間

報告」及び「世田谷区民会館整備方針策定へ向けた区の考え方」をもとに区民会館の耐震性能確保

の手法や機能向上に関する整備手法について、区の考え方を示し、区民説明会等での区民意見や区

議会での議論等を踏まえ、さらに検討を進め、このたび、構造計画や平面計画、区民会館機能の向

上、防災計画などを「世田谷区民会館整備方針（案）」として取りまとめました。 

「世田谷区民会館整備方針(案)」はホームページでも見ることができます。ご意見等のある方は

「Info-Ba（場）」意見箱(第 1庁舎 1階入り口付近)にお寄せいただくか、区ホームページ上の電子

申請をご利用ください。 

 

 

※説明会、第 2回世田谷リング会議、情報発信場所（Info-Ba（場））で出されたご意見等に対

する回答及び区の考え方を区ホームページで公開していますので、ぜひご覧ください 

編 集 後 記 

■これまで発行した本庁舎等整備Ｎｅｗｓや最新情報は区ＨＰをご覧ください。 

■基本設計方針、基本設計(案)中間報告、区民会館整備方針を区ＨＰで 
公開しています。ぜひご覧ください。 

  
トップページ ＞ 目次から探す ＞ 区政情報 ＞区の政策 ＞ 方針 ＞ 
 本庁舎等整備について ＞ 本庁舎等整備について 
 

世田谷区本庁舎等整備基本設計（案）中間報告の 

近隣向け説明会ならびに 5地域説明会を開催しました。 

9月 21日（金）に開催しました。 
 

 

Q.本庁舎等整備の計画敷地に追加し

たノバビル敷地の利用方法は？ 

A.拡張した敷地については、一体的 

に使用することにより、日影規制

の影響を低減させるため、既存建

物の撤去が必要になります。その

ため、現段階では、職員用駐輪場

の設置や隣接地との緩衝緑地を検

討しています。 

 

Q.本庁舎等の工事スケジュールについて、1期工事はどのくらいか

かるのか。 

A.工事期間については、全体で３期５年程度を目標に検討してい 

ます。今後、短縮に向けて、民間の技術も活用しながら、様々

な手法を検討していきます。なお、プロポーザル提案時の１期

工事の工期については、２０ヶ月の計画となっています。 

区では、平成 30年 9月に本庁舎等の配置計画、平面計画、外構計画、その他設計の計画を含む、

本庁舎等整備基本設計(案)中間報告をまとめ、近隣向け説明会ならびに 5地域説明会を 9月 21日

(金)から 24日(月･休)にかけて開催しました。説明会のご意見、ご質問を一部ご紹介いたします。 

※画像は現段階でのイメージです。 

Q.外構計画について、みどり 

率は何パーセントなのか 

A.緑化については、地上部だ

けでなく、屋上部分の緑化

も含め、みどり率３３％以

上を目標に敷地全体、建物

全体でみどりが親しめる環

境を整備していきます。今

後、壁面緑化等も含め、更

に検討を進めていきます。 

 


